
 

 

 

警察では、毎年１月１０日を「１１０番の日」と定め、１１０番通報の適切な利用について、ご理解・

ご協力をいただくよう広く県民のみなさんに呼び掛けています。 
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胡町交番管内の犯罪発生状況（11月末現在）
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福山東警察署 胡町交番 ０８４－９２６－５６６７ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

  

 

令和 5年 11月末現在、還付金詐欺を中心に特殊詐欺の被害が前年の 2倍以上発生しています。 

また、X（旧 Twitter）、Instagramなど SNSを介した投資や副業を名目とした詐欺にも注意が必要です。 

見知らぬ相手に個人情報を教えたり、安易な気持ちで相手と連絡を取らないようにしましょう。 

   福山市に住所があり居住している方は、防犯機能付き電話機の新規導入に補助金が出ます！ 

申込期限：令和 6年 1月 31日 募集件数：100件 （※詳細は、福山市役所・市民生活課へ） 

 

 

 

１月１０日は「１１０番の日」です！ 

 

１１０番は緊急通報専用電話です。 

事件・事故が発生した場合や目撃した場合は、す

ぐに１１０番してください。 

警察官が現場へ向かうために、住所や付近の目標

となる建物など、順にお聞きしますので、落ち着い

て質問に答えてください。 

相談・問合せ等については、各種警察相談電話又

は最寄りの警察署の代表電話を利用してください。 

 

 

 

 

 

警察安全相談電話 ♯９ １ １ ０   

福山東警察署 ０ ８ ４ －９ ２ ７ －０ １ １ ０  
ご協力お願いします！ 

いたずら通報は犯罪です。 

真に必要な事件・事故の１１０番

通報が受理できなくなるなど、業

務の妨害になりますのでいたずら

通報は絶対にしないでください。 


